
令
和
２
年
度
移
動
年
金
相
談

　

年
金
加
入
記
録
の
確
認
や
年
金

請
求
、
受
給
額
確
認
な
ど
の
相
談

を
、
年
金
事
務
所
の
職
員
が
応
え

ま
す
。

　

令
和
２
年
度
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
計
画
し
て
い
ま
す
。

○
開
催
日
・
場
所

　

・
４
月
９
日
（
木
）

　
　

指
江
庁
舎
１
階
住
民
相
談
室

　

・
６
月
４
日
（
木
）

　
　

役
場
３
階
庁
議
室

　

・
８
月
13
日
（
木
）

　
　

指
江
庁
舎
１
階
住
民
相
談
室

　

・
10
月
８
日
（
木
）

　
　
　

役
場
３
階
庁
議
室

　

・
12
月
17
日
（
木
）

　
　

指
江
庁
舎
１
階
住
民
相
談
室

　

・
令
和
３
年
2
月
４
日
（
木
）

　
　

役
場
３
階
庁
議
室

※
年
金
相
談
は
、
完
全
予
約
制
で

す
。
開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
開
催
時
間

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
3
時
30
分

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
町
民
保
健
課
年
金
係

　

☎
（
86
）
１
１
５
７

浄
化
槽
が
無
償
譲
渡
さ
れ
ま
す

　

平
成
24
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
た

「
長
島
町
浄
化
槽
事
業
に
関
す
る

条
例
」
に
よ
り
町
が
管
理
し
て
い

る
浄
化
槽
の
う
ち
設
置
後
10
年
を

経
過
し
た
も
の
を
個
人
な
ど
へ
無

償
で
譲
渡
し
ま
す
。

　

譲
渡
後
は
個
人
の
管
理
に
な

り
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
や
清

掃
、
水
質
検
査
は
個
人
で
専
門
の

業
者
へ
依
頼
し
て
い
た
だ
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
か
ら
無
償
で
譲
渡

を
開
始
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
順

次
ご
連
絡
し
ま
す
。

　

合
併
前
に
設
置
し
た
浄
化
槽
も

対
象
と
な
り
ま
す
。

○
設
置
後
10
年
を
経
過
し
た
も
の

　

令
和
２
年
度
か
ら
無
償
譲
渡

○
平
成
22
年
度
設
置
分

　

令
和
３
年
度
か
ら
無
償
譲
渡

○
平
成
23
年
度
設
置
分

　

令
和
４
年
度
か
ら
無
償
譲
渡

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
水
道
課
下
水
道
係

　

☎
（
88
）
５
６
６
４
［
直
通
］

特
別
弔
慰
金
支
給

　
戦
没
者
な
ど
の
尊
い
犠
牲
に

思
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め

て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
戦

没
者
な
ど
遺
族
の
代
表
者
一
人
に

特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す
。

○
支
給
対
象
者

　

令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
戦
没
者
な
ど
に
係
る
公
務
扶

助
料
、
遺
族
年
金
な
ど
の
年
金
給

付
を
受
け
る
権
利
者
が
い
な
い
遺

族
の
う
ち
、
代
表
者
一
人

※
「
遺
族
」
と
は
、
戦
没
者
な
ど

の
死
亡
当
時
に
す
で
に
生
ま
れ
て

い
た
遺
族
（
子
は
戦
没
者
な
ど
の

死
亡
当
時
の
胎
児
を
含
む
）
で
、

三
親
等
内
親
族
に
限
ら
れ
、
法
律

に
よ
り
支
給
順
位
や
要
件
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

○
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債

○
請
求
期
間

　

４
月
１
日
か
ら

　
　
　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
特
別
弔
慰

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）

○
請
求
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
、
指
江
庁
舎

総
合
管
理
課

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
老
人
福
祉
係

　

☎
（
86
）
１
１
４
６
［
直
通
］

町
文
化
協
会
新
規
加
入
団
体
募
集

　

町
文
化
協
会
で
は
、
地
域
で
自

主
的
に
文
化
活
動
に
取
り
組
む
団

体
を
対
象
に
、
新
規
加
入
団
体
を

募
集
し
ま
す
。

　

町
文
化
協
会
で
は
、
①
町
内
各

文
化
グ
ル
ー
プ
の
相
互
の
連
携

②
地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
活
動
の

展
開
③
創
る
文
化
活
動
を
促
進

④
町
の
芸
術
文
化
の
振
興
に
寄
与

す
る
こ
と
―
を
目
的
に
活
動
を
し

て
い
ま
す
。

　

11
月
に
開
催
す
る
町
総
合
文
化

祭
へ
の
参
加
の
ほ
か
、
研
修
を
兼

ね
た
県
主
催
文
化
事
業
へ
の
参
加

な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

新
規
加
入
を
希
望
す
る
団
体

は
、
４
月
中
旬
に
登
録
を
行
い
ま

す
の
で
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
（
88
）
６
５
０
０
［
直
通
］

「
高
齢
者
学
級
」
募
集　

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
各
集
落

の
老
人
ク
ラ
ブ
ご
と
に
仲
間
づ
く

り
、
健
康
づ
く
り
な
ど
を
目
的
と

し
た
高
齢
者
学
級
の
開
設
を
募
集

し
ま
す
。

　

学
習
内
容
は
、
趣
味
・
教
養
、

生
活
、
健
康
、
福
祉
、
ス
ポ
ー
ツ

活
動
な
ど
の
学
習
を
学
級
単
位
で

行
う
も
の
で
す
。
活
動
の
や
り
方

に
つ
い
て
は
相
談
に
応
じ
ま
す
の

で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
学
習
規
模

　

一
回
２
時
間
以
上
、
年
10
回
程
度

○
開
設
期
間

　

４
月
１
日
か
ら

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で

○
条
件

　

・
15
人
程
度
の
学
級
生
を
確
保

　

で
き
る
こ
と

　

・
学
習
内
容
を
自
主
的
に
編
成

　

で
き
る
こ
と

○
申
込
期
限
＝
４
月
30
日
（
木
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
（
88
）
６
５
０
０
［
直
通
］

「
生
涯
学
習
学
級
」
募
集

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
自
主
的

に
企
画
や
運
営
を
す
る
生
涯
学
習

学
級
の
開
設
を
希
望
す
る
団
体
・

グ
ル
ー
プ
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

　

学
習
内
容
は
、
地
域
お
こ
し
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
趣
味
・
教
養
、

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
の
活

動
や
学
習
を
学
級
単
位
で
行
う
も

の
で
す
。

○
学
習
規
模

　

一
回
２
時
間
以
上
、
年
10
回
以

上
開
設
で
き
る
こ
と

○
開
設
期
間

　

４
月
１
日
か
ら

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で

○
条
件

　

・
成
人
の
町
民
で
、
常
時
10
人

　

以
上
の
学
級
生
を
確
保
で
き
る

　

こ
と
。
た
だ
し
、
芸
術
文
化
団

　

体
の
育
成
の
場
合
、
青
少
年
を

　

含
む
団
体
で
も
可

　

・
原
則
と
し
て
育
成
期
間
は
３

　

年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
容

　

に
よ
り
特
に
必
要
な
場
合
は
延

　

長
で
き
る

　

・
代
表
者
が
説
明
会
な
ど
教
育

　

委
員
会
が
開
催
す
る
会
議
に
出

　

席
で
き
る
こ
と

　

・
学
習
内
容
を
自
主
的
に
編
成

　

で
き
る
こ
と

　

・
活
動
に
相
応
の
自
己
負
担
が

　

あ
る
こ
と

○
申
込
期
限
＝
４
月
30
日
（
木
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
（
88
）
６
５
０
０
［
直
通
］

名義変更などの手続きはお早めに
　軽自動車税（種別割）は毎年４月１日時点に登録されている軽自動車
などに課税されます。
名義変更、廃車などの手続きは早めに済ませてください。

◎問い合わせ先
　役場税務課軽自動車税係　☎（86）1172［直通］

車両の種類 手続き場所

○原動機付自転車
　（125cc 以下のバイク）
○小型特殊自動車
○ミニカー

役場税務課（鷹巣）
総合管理課（指江）

○軽自動車（四輪）
○軽自動車（二輪）
　（125cc 超え 250cc 以下）
○小型二輪（250cc 超え）

購入先業者または
点検整備を受ける
整備工場など
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